
ふくおか市政だより
2009（平成21）年2月1日記事 4

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
お
よ

２０

び
贈
与
税
の
確
定
申
告
と
納
税

は
３
月　

日
月
ま
で
、
消
費
税

１６

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
と
納
税
は
３
月　

日
火
ま
で

３１

で
す
。
金
額
や
税
額
な
ど
を
正

し
く
計
算
し
、
期
限
内
に
済
ま

せ
て
く
だ
さ
い
。

　

■
所
得
税
の
確
定
申
告
を

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　

①
昨
年
中
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控

除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
の
合
計
額
を
超
え
る
人
で
、

配
当
控
除
前
の
所
得
税
の
額
が

配
当
控
除
額
を
超
え
る
人

　

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
給
与
の

年
収
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え

る
人
や
、
給
与
所
得
や
退
職
所

得
以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
額

が　

万
円
を
超
え
る
人
な
ど

２０

　

■
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の

　

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば

　

な
ら
な
い
個
人
事
業
者

　

①
平
成　

年
中
の
課
税
売
上

１８

高
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る

事
業
者

　

②
平
成　

年
中
の
課
税
売
上

１８

高
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
事

業
者
で
、「
消
費
税
課
税
事
業

者
選
択
届
出
書
」
を
提
出
し
た

事
業
者

　

■
贈
与
税
の
申
告
を

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　

①
個
人
か
ら
年
間
１
１
０
万

円
を
超
え
る
財
産
を
も
ら
っ
た

人
　

②
相
続
時
精
算
課
税
の
適
用

を
受
け
る
人
（
す
で
に
相
続
時

精
算
課
税
の
適
用
を
受
け
、
昨

年
中
に
特
定
贈
与
者
か
ら
財
産

を
も
ら
っ
た
人
を
含
む
）

　

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

　

申
告
で
き
ま
す

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.n
ta.g

o
.jp

）
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
所
得
税
の
確
定
申
告
書

等
が
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
申
告
書
等
を
出
力
し
、
源
泉

徴
収
票
な
ど
の
必
要
書
類
を
添

付
し
て
郵
送
す
れ
ば
税
務
署
に

行
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク

ス
）
に
登
録
す
れ
ば
、
そ
の
ま

ま
デ
ー
タ
を
送
信
し
て
オ
ン
ラ

イ
ン
上
で
確
定
申
告
が
で
き
、

特
別
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

■
申
告
会
場

　

▽
福
岡
税
務
署
、
博
多
税
務

署
は
合
同
で
、
西
鉄
ホ
ー
ル

（
中
央
区
天
神
２
）

　

▽
西
福
岡
税
務
署
は
、
福
岡

タ
ワ
ー
（
早
良
区
百
道
浜
２
）

　

▽
香
椎
税
務
署
は
税
務
署
内

　

※
確
定
申
告
期
間
中
、
右
記

会
場
で
は
平
日
以
外
も
２
月　
２２

日
・
３
月
１
日
の
日
曜
に
限
り

確
定
申
告
の
相
談
、
申
告
書
の

受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
な

お
、
こ
の
２
日
間
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
土
日
・
祝
日
な

ど
の
閉
庁
日
で
も
、
申
告
書
は

郵
送
等
ま
た
は
税
務
署
の
時
間

外
収
受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
に

よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

　

【
問
合
せ
先
】

　

福
岡
国
税
局
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
（
☎
４
３
１
・
５
１
０

０
）
ま
た
は
最
寄
り
の
税
務
署

　

■
市
県
民
税
の
負
担
額
は

　

変
わ
り
ま
せ
ん

　

平
成　

年　

月
か
ら
、
こ
れ

２１

１０

ま
で
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

な
ど
で
納
付
し
て
い
た
だ
い
て

い
た
市
県
民
税
を
、
老
齢
基
礎

年
金
な
ど
の
公
的
年
金
か
ら
特

別
徴
収
（
引
き
去
り
）
す
る
制

度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
、
６
月
、
８

２１

月
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
払
い

・
口
座
振
替
）
の
方
法
で
納
付

し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、
各

年
金
支
払
月
に
、
公
的
年
金
の

支
払
額
か
ら
市
県
民
税
額
が
引

き
去
り
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
方
法
は
変
わ
り
ま
す

が
、
新
た
な
税
負
担
は
生
じ
ま

せ
ん
。

　

■
対
象
と
な
る
人

　

平
成　

年
４
月
１
日
現
在
、

２１

　

歳
以
上
で
、
か
つ
市
県
民
税

６５が
課
税
さ
れ
る
人

　

市
県
民
税
が
非
課
税
（
例
：

年
間
の
年
金
受
給
額
が
、
単
身

者
で
あ
れ
ば
１
５
５
万
円
以

下
、
配
偶
者
を
扶
養
し
て
い
る

人
は
２
１
１
万
円
以
下
）
の
人

は
、
市
県
民
税
が
引
き
去
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

■
対
象
と
な
る
年
金
の
種
類

　

公
的
年
金
の
う
ち
、
老
齢
ま

た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る

公
的
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
ま

た
は
老
齢
年
金
、
退
職
年
金
な

ど
）
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
、

非
課
税
所
得
に
該
当
す
る
た

め
、
引
き
去
り
の
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
。

　

■
対
象
と
な
る
税
額

　

前
年
中
に
支
払
い
を
受
け
た

公
的
年
金
な
ど
の
合
計
額
に
対

し
て
課
税
さ
れ
る
税
額
が
対
象

で
す
。
年
金
以
外
の
所
得
に
対

す
る
税
額
は
こ
れ
ま
で
ど
お

り
、
普
通
徴
収
ま
た
は
給
与
か

ら
の
引
き
去
り
と
な
り
ま
す
。

　

■
平
成　

年
末
ま
で
に

１８

　

入
居
し
た
人
は
市
県
民
税

　

か
ら
の
控
除
が
あ
り
ま
す

　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末

１１

１８

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

人
が
、
平
成　

年
分
の
所
得
税

２０

か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
金
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
平
成　

年
度

２１

の
市
県
民
税
か
ら
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
県
民
税
で
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
平

成　

年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま

２１
い
の
市
区
町
村
ま
た
は
管
轄
の

税
務
署
に
、「
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
を
３

月　

日
月
ま
で
に
提
出
す
る
必

１６
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
平
成　
２１

年
度
か
ら
、
申
告
書
の
様
式
が

一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
県
民
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
に
つ
い
て
は
、
各
区
市

民
税
課
ま
た
は
特
別
徴
収
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
左

下
の
表
に
ま
と
め
て
い
ま
す
）。

　

■
平
成　

年
中
に
入
居

２０

　

し
た
人
は
確
定
申
告
を

　

平
成　

年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン

２０

等
を
利
用
し
て
住
宅
を
新
築
、

購
入
、
増
改
築
等
を
し
、
入
居

さ
れ
た
場
合
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
れ
ば
、
所
得
税
か
ら
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
控
除
を
受
け
る
に

は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

所
得
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
に
つ
い
て
は
、
最
寄
り
の

税
務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
と
納
税
は

正
し
く
お
早
め
に

住宅ローン控除

市県民税が減額
される場合があります

※住宅ローンの市県民税控除申告書は市ホームページ
（トップページ＞生活情報＞届出・証明・税金＞市県民
税（住民税）＞住宅ローン控除の市県民税での控除につ
いて）からダウンロードできるほか、各区市民税課およ
び特別徴収課でも紙の申告書を用意しています。
※窓口が混み合いますので、申告書はできるだけ郵送
で提出してください。また、市への申告には源泉徴収票
が必要です。

特別徴収
（公的年金からの引き去り）

普通徴収
納付書払い・
口座振替

来年2月１２月１０月8月6月

対象税額
の
1/6

対象税額
の
1/6

対象税額
の
1/6

対象税額
の
1/4

対象税額
の
1/4

平成２１年度における市県民税の納付方法

（　　　　　）
【市県民税についての
問合せ先】

ファクス番号電話番号区
６３２崖４９７０６４５崖１０２６東
４７６崖５１８８４１９崖１０２７博多
７１４崖４２３１７１８崖１０３８中央
５１１崖３６５２５５９崖５０４１南
８４１崖２１４５８３３崖４０３１城南
８４１崖２１８５８３３崖４３２０早良
８８３崖８５６５８９５崖７０１６西

各区市民税課

渇特別徴収課（☎７１１崖４２１１Ⓕ
７３３崖５５５６　メールtokucho. 
FB@city.fukuoka.lg.jp）
※ファクスで税の申告の受
け付けはできません。

市
県
民
税
に
つ
い
て
の

お
知
ら
せ

公的年金から
市県民税の

特別徴収（引き去り）
が始まります

平成２１年１０月～

申告書の提出方法
市県民税の住宅ロー
ン控除の適用を受け
る人

源泉徴収票を添付して特別
徴収課または各区市民税課
へ提出

所得税の確定申告を
しない人

所得税の確定申告書ととも
に税務署へ提出 

所得税の確定申告を
する人

閣閣

閣閣


